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１．契約書の提出はお済みですか？
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『産業廃棄物及び一般廃棄物の処理委託契約書』とは…？

市のごみ処理施設（①焼却施設②生ごみ・し尿処理場③リサイクル

センター④ごみ処理場）へ搬入する際に締結が必要な契約書です。未

締結の場合、ごみの搬入はできません。

・「収集運搬業許可業者へ収集運搬を委託する」

・「市のごみ処理施設へ直接持ち込む」

いずれの方法でも、市のごみ処理施設を利用する全事業者が市と契

約の締結が必要です。どのごみや資源物が、どこへ運ばれて処理され

ているか排出事業者は責任を持たなければなりません。
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収集運搬業者（一例）
・（有)野田容器
・（株）恵庭クリーンサービス
・嘉屋興業（株）
・（有）荷興物流
・北海道建設サービス（株）
・リサイクルファクトリー（株）
・（公社）恵庭市シルバー人材センター ごみ処理場（最終処分場）

焼却施設
リサイクルセンター
生ごみ・し尿処理場

中間処理 最終処分（埋立）

収集運搬業者事業者の皆さま

契約
契約

契約

契約書の提出はお済みですか？

令和７年度（2025年4月～）の

『産業廃棄物及び一般廃棄物の処理委託契約書』
の受付をおこなっています。

Topic

ココも必要！

市内に民間の産廃処理施設が少ないことから、中小企業への事業者支援とし
て、恵庭市のごみ処理施設では、一般廃棄物処理施設で一般廃棄物と性状の
変わらない一部の産業廃棄物のみ、一般廃棄物と合わせて市で処理していま
す。このことを

【あわせ産廃】
と言います。このような「あわせ産廃」は、どこの市町村でも行っているわけでは
なく、珍しい取り組みと言えます。



恵庭市のごみ処理施設に搬入する車両及び、収集運搬業者を記載します。
全ての産業廃棄物を恵庭市外の処理施設に搬入する場合は記載する必要はありません。
例） 産業廃棄物は別の市町村、一般廃棄物は恵庭市に搬入する場合は産業廃棄物収集運
搬許可業者の欄に記載する必要はありません。

恵庭市のごみ処理施設に搬入する予定の量を記載します。
恵庭市との契約ですので恵庭市以外のごみ処理施設に搬入する予定の量を記載する必要
はありません。
例１） 出る予定の産業廃棄物が１，０００kgである場合は1,000kgと記載します。
例２） 収集運搬業許可業者に資源物の収集運搬を委託しているが、許可業者が資源物を
恵庭市の施設に搬入していない場合は数量を記載する必要はありません。

恵庭市は産業廃棄物である動植物性残渣の受入を行っておりません。食料品製造業で
出た、原料として使用した動物・植物の不要物は市の処理施設以外で処理されているた
め数量を記載する必要はありません。

契約書を作成していると、どのように書いたら良いかわからないことがあるかと思います。
そこで、契約書を作成する際のポイントを紹介します。
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紙くず・木くず・繊維くずは、業種指定のある産業廃棄物です。
該当する業種以外から排出される場合は一般廃棄物となりますので
ご注意ください。
詳細は事業者向け分別の手引きをご確認ください。
※不燃も同様です。

事業者向けの
分別手引き

Point⑤

Point①

どのごみが、どこへ運ばれているか確認しましょう！

契約書作成のポイント
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一般廃棄物はごみが発生した自治体に統括的な処理責任が

あるため、原則市外へ運搬することができません。（廃棄物の

処理及び清掃に関する法律）

恵庭市の施設では受け入れ・処理ができない一部の一般廃

棄物に限り、市外搬出となります。

その場合には搬出先の自治体との調整が必要になるため、

事前に恵庭市へご相談ください。

2

Topic

3

一般廃棄物は原則市外に搬出できないごみです。

条例により事業系ごみを家庭ごみに混ぜ収集に出すことで、不正にごみ処分手数料の徴収を免れた

場合は、その金額の５倍に相当する金額（金額が５万円を超えないときは５万円）の過料が科されます。

【恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第30条の2第2項】

例えば…

新築工事で出た木くず 事務所から出た木くず

産業廃棄物 事業系一般廃棄物

市外搬出できない市外搬出できる

事業のごみは市の家庭ごみ収集で回収できません。

自身で搬入するか、収集運搬業許可業者をご利用ください。

一般廃棄物は市内処理が原則です


